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処理施設を整備する
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ごみ対策
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環境交通

　市内で収集されたし尿浄化槽汚泥を適正に処理する。

　バキューム車で家庭等から収集したし尿浄化槽汚泥を搬入し、異物除去を行った後、水と

汚泥へ分離し、水は公共下水道へ放流し、汚泥は真空乾燥機で乾燥したのち処理業者によ

り焼却し再利用されている。

 昭和53年度より稼動している施設で、老朽化が進んでいるため、平成21年度に「し尿処理

施設整備基本構想策定のため基礎資料」を作成し、これに基づき平成22年度に「し尿浄化

槽汚泥処理施設精密機能検査」を実施し、「し尿処理施設整備基本計画」を策定した。
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槽汚泥処理施設精密機能検査」を実施し、「し尿処理施設整備基本計画」を策定した。

　

○24年度実施内容

  施設運転に必要な管理委託や修繕を実施する。

　1,200円/㎥、平成２３年度実績18,336千円

人件費

従事者数

人件費

0.20

（手段）

従事者数

Ｈ23決算額

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

財

源

その他職員

107,560

Ｈ22決算額

0.200.20

106.7

Ｈ24予算額

114,902

0.20

0

18,00018,384

0

1,063



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年

事業番号

277

300

H21

業業業業

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

績績績績

H22

270

H23

15,000

15,321

汚泥の搬入量

300

成果指標名

乾燥汚泥排出量

事業の

達成状況

活動指標名 H22

15,00015,000 15,000

H24H23

214

kl

15,786 15,053

H21

300

251

㌧

　昭和53年度より稼動している施設のため老朽化が進んでいるが、適切な維持管理

を行い、市内から排出されるし尿浄化槽汚泥の処理を円滑に行った。

300

H24

　昭和53年度より稼動している施設で老朽化が進んでいるため、平成25年度からク

リーンセンターをし尿浄化槽汚泥施設の機能を併せた施設として改修工事をする計

画である。これにより施設運用は平成26年度までとなる予定である。

　2施設をまとめる事により、相当の経費節減が図れるものと考える。
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　平成25年から改修工事をするクリーンセンターへの統合を進めるが、それまで円滑

に処理できる機能を保持する必要がある。

　施設の老朽化が進んでいるが、法律で市においてし尿処理をすることが義務付けら

れており、現在計画しいるクリーンセンターへの統合が完了するまでは、処理機能を

保持する必要があると判断した。
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　し尿浄化槽汚泥処理は、市民の日常生活に欠くことのできない重要な事業であり、

し尿浄化槽汚泥処理の必要がなくなるまでは、廃止または休止することはできない。


